
一

大
阪
都
構
想
の
曖
昧
性

橋
下
知
事
は
大
阪
都
構
想
を
提
唱
し
、
大
阪
市
を
解
体
し
て
特
別

区
に
分
割
し
、
大
阪
府
へ
の
統
合
を
画
策
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大

阪
都
構
想
の
内
容
は
曖
昧
で
あ
る
。

橋
下
知
事
は
大
阪
都
構
想
の
具
体
像
の
提
示
を
求
め
る
マ
ス
コ
ミ

・
世
論
に
対
し
て
、「
大
阪
市
議
会
で
過
半
数
を
取
る
前
に
、
都
構

想
の
中
身
は
提
示
で
き
な
い
」（「
毎
日
新
聞
」
二
〇
一
〇
年
一
〇
月

一
九
日
）
と
反
発
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
橋
下
知
事
が
明
確
に
し
な
い
大
阪
都
構
想
の
具
体
像

を
、
現
行
地
方
行
財
政
制
度
や
東
京
都
制
・
特
別
区
制
度
な
ど
に
基

づ
い
て
、
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
に
努
め
た
。

こ
れ
ま
で
大
阪
都
構
想
へ
の
批
判
を
、
橋
下
知
事
は
自
分
の
考
え

る
構
想
と
は
違
う
と
い
う
、
狡
知
に
長
け
た
い
い
逃
れ
を
し
て
き

た
。
分
市
方
式
か
特
別
区
方
式
で
は
、
橋
下
知
事
は
分
市
方
式
が
交

付
税
を
多
く
確
保
で
き
る
の
で
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
分
市
で

は
「
大
阪
市
を
切
り
刻
む
だ
け
」
と
の
非
難
が
強
く
、
さ
ら
に
大
阪

市
の
債
権
・
債
務
の
帰
属
、
公
営
企
業
の
経
営
母
体
な
ど
を
ど
う
す

る
の
か
な
ど
の
め
ど
が
た
た
ず
、
断
念
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
大
阪
都
構
想
の
欠
点
が
露
呈
す
る
と
、
内
容
を
こ
ろ
こ

ろ
と
変
更
し
て
い
る
。

大
阪
都
構
想
が
明
示
し
た
内
容
は
特
別
区
設
置
・
区
長
公
選
の
み

で
、
都
区
の
事
務
事
業
・
財
源
・
権
限
配
分
な
ど
明
確
な
制
度
設
計

・
内
容
も
示
さ
ず
、
す
べ
て
棚
上
げ
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
大
阪
都
構

想
の
核
心
は
大
阪
市
存
続
か
大
阪
市
分
割
の
選
択
で
あ
る
が
、
都
市

サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
分
割
は
と
う
て
い
承
服
し
難
い
提
案
で
あ
る
。

甲
南
大
学
名
誉
教
授

高
寄
昇
三
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二

大
阪
都
の
実
像
と
大
阪
市
消
滅

第
一
の
検
討
課
題
は
、
大
阪
府
が
大
阪
市
を
消
滅
さ
せ
府
に
吸
収

し
、
大
阪
都
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
橋
下
知
事
は
「
大
阪
府
・

大
阪
市
を
一
度
解
体
し
て
新
し
い
大
阪
都
を
つ
く
る
」
こ
と
を
提
唱

し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
地
方
制
度
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
将
来
も

創
設
は
不
可
能
で
あ
る
。

要
す
る
に
大
阪
都
構
想
は
、
大
阪
府
は
何
ら
犠
牲
を
払
う
こ
と
な

く
、
大
阪
市
の
権
限
・
財
源
・
事
業
を
収
奪
す
る
た
め
の
制
度
改
革

に
過
ぎ
な
い
。

第
一
に
、
大
阪
市
が
大
阪
府
を
吸
収
す
る
の
が
「
特
別
市
制
」
で

あ
る
。
残
余
の
大
阪
府
は
、
北
部
は
北
摂
県
、
南
部
は
堺
県
に
分
割

す
る
�
大
阪
府
解
体
�
し
か
な
い
。
橋
下
知
事
は
と
う
て
い
納
得
し

な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
大
阪
府
が
大
阪
市
を
吸
収
す
る
の
が
「
東
京
都
方
式
」

で
あ
る
。
大
阪
都
構
想
は
こ
の
東
京
都
方
式
の
忠
実
な
模
倣
的
制
度

で
あ
る
。
橋
下
知
事
の
い
う
「O

n
e

大
阪
」
や
「
一
元
的
支
配
」
か

ら
み
て
、
東
京
都
方
式
以
外
の
制
度
は
考
え
ら
れ
な
い
。

第
三
に
、
大
阪
都
構
想
は
大
阪
府
・
市
を
解
体
・
再
編
成
し
て
新

し
い
自
治
体＝

大
阪
都
を
つ
く
る
創
造
的
破
壊
で
は
な
い
。
大
阪
府

が
大
阪
市
を
呑
み
込
み
畸
形
的
大
阪
都
を
つ
く
る
、
府
県
集
権
主
義

の
策
謀
で
あ
る
。

第
四
に
、
大
阪
都
は
、
大
阪
府
が
も
つ
市
町
村
監
督
行
政
と
、
こ

れ
ま
で
大
阪
市
が
担
っ
て
き
た
都
市
経
営
と
い
う
、
二
足
の
草
鞋
を

履
く
変
則
的
地
方
団
体
に
変
貌
し
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
、
地
域

経
営
能
力
は
格
段
に
低
下
す
る
。「
東
京
都
に
都
政
な
し
」
と
い
わ

れ
て
き
た
が
、
こ
の
変
則
的
制
度
が
原
因
で
あ
る
。

第
五
に
、
橋
下
知
事
は
、
大
都
市
制
度
は
東
京
都
制
で
す
で
に
決

着
し
た
問
題
と
吹
聴
し
て
い
る
が
、
毎
日
新
聞
が
実
施
し
た
東
京
都

特
別
区
区
長
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
九
日
）

で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
区
長
が
都
制
の
効
用
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か

も
特
別
区
の
第
二
次
特
別
区
制
度
調
査
会
報
告
「『
都
の
区
』
の
制

度
廃
止
と
『
基
礎
自
治
体
連
合
』
の
構
想
」（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）

は
、
特
別
区
は
市
制
を
敷
き
、
東
京
都
を
戦
前
の
東
京
府
に
戻
し
、

一
体
性
の
あ
る
事
業
は
都
市
連
合
機
構
で
処
理
す
る
と
し
て
い
る
。

橋
下
知
事
は
、
自
身
に
不
利
な
動
き
は
す
べ
て
封
印
し
た
ま
ま
で
、

独
善
的
自
己
主
張
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。

三

特
別
区
の
区
割
り
と
架
空
の
二
重
行
政

第
二
の
検
討
課
題
は
大
阪
都
の
区
域
で
あ
る
が
、
当
初
「
大
阪
維

新
の
会
」
は
、
大
阪
市
・
堺
市
と
大
阪
市
の
隣
接
市
を
ふ
く
む
地
域

を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
橋
下
知
事
は
堺
市
は
除
外
す
る
と
の

意
向
を
表
明
し
て
お
り
、
大
阪
市
の
隣
接
市
も
除
外
さ
れ
る
。
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橋
下
知
事
は
、
大
阪
市
と
隣
接
都
市
と
の
分
断
作
戦
で
大
阪
市
を

孤
立
さ
せ
、
分
割
し
て
統
治
す
る
策
略
で
あ
る
。
し
か
し
、
堺
市
長

は
大
阪
都
構
想
に
反
対
を
表
明
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
懐
柔
策
も

綻
び
が
み
ら
れ
る
。
大
阪
市
と
し
て
は
、
大
阪
都
構
想
の
区
域
が
い

ず
れ
で
あ
れ
、
大
阪
都
構
想
に
対
す
る
課
題
は
同
じ
で
あ
る
。

大
阪
市
に
限
定
す
れ
ば
、
市
を
解
体
し
特
別
区
の
区
割
り
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ち
お
う
八
・
九
区
方
式
（
表
参
照
）
が
想
定

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来
社
会
・
経
済
・
生
活
は
一
体
で
あ
る
。

都
市
を
分
割
・
解
体
す
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
都
合
が
発
生
す

る
。第

一
の
検
討
課
題
は
、
区
長
公
選
で
あ
る
。「
大
阪
維
新
の
会
」

は
行
政
区
を
自
治
区
に
し
区
長
公
選
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

大
阪
市
長
公
選
廃
止
の
代
わ
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
大
阪
市
長
選
挙

か
区
長
選
挙
か
の
選
択
に
過
ぎ
な
い
。

第
二
の
検
討
課
題
は
、
二
重
行
政
で
あ
る
。
大
阪
都
に
な
れ
ば
「
二

重
行
政
に
よ
る
七
〇
〇
〇
億
円
の
無
駄
」
が
解
消
さ
れ
る
と
「
大
阪

維
新
の
会
」
は
宣
伝
し
て
い
る
が
、
具
体
的
数
値
が
な
い
虚
偽
に
近

い
数
値
で
あ
る
。
た
と
え
ば
市
立
大
学
と
府
立
大
学
は
二
重
行
政
の

対
象
と
な
る
が
、
二
重
行
政
と
は
、
大
阪
市
の
許
可
を
得
て
さ
ら
に

大
阪
府
の
許
可
が
必
要
と
い
う
、
二
重
の
手
続
き
な
ど
に
よ
る
行
政

の
非
効
率
・
住
民
の
負
担
増
加
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（出所）大阪市。

Ｂ／Ａ

０．８６９
０．８８０
０．８１４
０．８４２
１．５１０
１．１６６
０．８０５
０．８０７
０．７９５

０．９４３

一般財源
Ｂ

９６，６８０
８９，２８４
８４，５５７
７８，５３９
１３７，７０８
１１１，２９６
７１，２５０
５７，１２１
８９，１９４

８１５，６２９

財政需要
（一般財政自治）

Ａ

１１１，２４２
１０１，４９９
１０３，８６４
９３，２８４
９１，１８６
９５，４３８
８８，４６７
７０，７５７
１１２，１６８

８６７，９０５

区 分

東淀川・淀川区
福島・此花・港・西淀川区
大正・阿倍野・西成区
住之江・住吉区
中央・西・浪速・天王寺区
北・都島・旭区
城東・鶴見区
東成・生野区
東住吉・平野区

合 計

（単位：百万円）
表 大阪都特別区の財政力
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四

特
別
区
と
財
政
力
格
差
の
顕
在
化

第
三
の
検
討
課
題
は
、
特
別
区
の
財
政
力
格
差
で
あ
る
。

第
一
に
、
大
阪
市
は
各
区
の
財
政
力
格
差
を
市
域
内
で
財
政
調
整

し
て
い
る
。
大
阪
市
を
分
割
す
る
と
、
西
成
区
の
よ
う
に
四
人
に
一

人
が
生
活
保
護
人
員
と
い
う
貧
困
区
の
財
政
が
極
度
に
窮
迫
す
る
の

は
目
に
み
え
て
い
る
。

第
二
に
、
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
分
市
方
式
で
交
付
税
の
財
政

調
整
を
算
入
し
て
も
、
九
区
の
う
ち
二
区
の
み
が
黒
字
で
七
区
は
赤

字
で
あ
り
、
財
政
力
格
差
は
約
二
倍
で
あ
る
。
東
住
吉
・
平
野
区
で

は
二
二
九
・
七
億
円
の
赤
字
、
大
正
・
阿
倍
野
・
西
成
区
一
九
三
・

一
億
円
の
赤
字
で
あ
り
、
中
央
・
西
・
浪
速
・
天
王
寺
区
は
四
六
五

・
二
億
円
の
黒
字
と
な
る
。

第
三
に
、
特
別
区
方
式
で
は
、
東
京
都
の
財
政
調
整
交
付
金
で
交

付
税
と
同
様
に
財
政
力
が
一
・
〇
〇
に
な
る
よ
う
調
整
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
財
政
力
格
差
が
二
倍
以
上
あ
る
と
、
制
度
と
し
て
補
填

さ
れ
て
も
実
際
は
依
然
と
し
て
格
差
は
存
在
す
る
。

第
四
に
、
東
京
都
特
別
区
の
よ
う
な
富
裕
団
体
で
も
、
特
別
区
税

と
交
付
金
と
が
平
均
で
五
〇
％
で
あ
り
、
貧
困
区
で
は
交
付
金
が
特

別
区
税
の
二
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
大
阪
都
特
別
区
で
は
三
倍
以

上
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
に
、
東
京
都
特
別
区
で
も
財
政
調
整
交
付
金
の
交
付
率
を
め

ぐ
っ
て
都
と
紛
糾
し
て
お
り
、
ま
た
特
別
区
間
で
も
交
付
金
の
査
定

を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
続
い
て
い
る
。
大
阪
都
で
は
府
・
特
別
区
と
も

貧
困
団
体
で
、
こ
の
調
整
交
付
金
闘
争
は
さ
ら
に
熾
烈
な
争
点
と
な

る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

五

特
別
区
の
権
限

第
四
の
検
討
課
題
は
、
特
別
区
の
権
限
で
あ
る
。

第
一
に
、
従
来
指
定
都
市
が
も
っ
て
い
た
特
例
的
権
限
は
す
べ
て

な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
行
政
権
限
、
と
く
に
都
市
計
画
関
連
の
主

要
権
限
は
、
大
阪
都
の
権
限
と
な
る
。
用
途
地
域
制
・
道
路
計
画
（
四

車
線
以
上
の
市
道
）・
公
園
計
画（
一
〇
ha
以
上
の
公
園
）・
地
区
計

画
の
一
部（
都
市
再
生
特
別
地
区
）な
ど
で
、
こ
れ
ら
権
限
は
二
〇
〇

〇
年
の
第
一
次
地
方
分
権
改
革
の
成
果
と
し
て
府
県
か
ら
指
定
都
市

に
移
譲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
行
財
政
自
主
権
は
一
般
町
村
並
み
と
な
り
、
多
く
の
権

限
を
失
う
。
地
方
債
・
交
付
税
・
補
助
金
な
ど
大
阪
市
が
政
府
と
直

接
的
に
交
渉
し
て
い
た
自
治
権
は
な
く
な
り
、
大
阪
都
経
由
の
統
制

を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
致
命
的
欠
陥
は
地
方
債
・
交
付
税
・
補
助

金
に
関
す
る
政
府
へ
の
申
請
が
府
県
経
由
と
な
る
こ
と
で
、
特
別
区

は
大
阪
都
に
財
政
運
営
の
実
質
的
権
限
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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六

特
別
区
の
事
務
事
業

第
五
の
検
討
課
題
は
、
特
別
区
の
事
務
事
業
で
あ
る
。
特
別
区
を

み
る
と
、
大
都
市
自
治
体
の
重
要
な
事
務
事
業
の
多
く
が
な
く
な

る
。第

一
に
、
都
市
づ
く
り
の
事
業
は
大
阪
都
の
事
務
事
業
と
な
り
、

幹
線
道
路
整
備
・
区
画
整
理
事
業
・
市
街
地
再
開
発
事
業
・
広
域
公

園
事
業
な
ど
が
で
き
な
い
。

第
二
に
、
港
湾
・
交
通
・
水
道
・
下
水
道
・
病
院
事
業
な
ど
公
営

企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
大
阪
都
の
所
管
事
務
と
な
る
。
高
速
道
路
・
海

面
埋
立
・
工
業
団
地
・
住
宅
団
地
な
ど
、
大
規
模
公
共
投
資
も
、
大

阪
都
の
所
管
と
な
る
。

第
三
に
、
広
域
・
専
門
行
政
は
ほ
と
ん
ど
大
阪
都
の
所
管
と
な

る
。
大
阪
市
の
経
営
し
て
い
る
研
究
所
・
特
別
福
祉
施
設
・
大
規
模

社
会
教
育
施
設
な
ど
で
あ
る
。
大
阪
市
立
大
学
・
病
院
、
天
王
寺
動

物
園
、
海
遊
館
、
中
央
図
書
館
な
ど
で
あ
る
。

事
務
事
業
配
分
で
憂
慮
さ
れ
る
の
は
、
大
阪
都
は
広
域
行
政
の
名

の
も
と
に
大
阪
市
の
事
務
事
業
の
う
ち
�
あ
ん
こ
�
の
部
分
を
分
担

し
、
生
活
保
護
・
介
護
保
険
・
国
民
健
康
保
険
な
ど
赤
字
部
門
の
み

を
特
別
区
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

大
阪
市
は
、
水
道
・
高
速
鉄
道
事
業
な
ど
の
黒
字
で
国
民
健
康
保

険
な
ど
生
活
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計
の
赤
字
を
補
填
し
て
い
る
が
、
そ

の
大
都
市
財
政
運
営
の
妙
味
を
完
全
に
奪
い
去
る
こ
と
に
な
る
。
要

す
る
に
黒
字
は
大
阪
都
、
赤
字
は
特
別
区
と
い
う
財
政
図
式
が
形
成

さ
れ
、
生
活
保
護
者
の
削
減
、
介
護
保
険
・
国
民
健
康
保
険
料
金
の

値
上
げ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

七

特
別
区
の
財
源

第
六
の
検
討
課
題
は
特
別
区
の
財
源
で
、
大
阪
市
の
財
源
を
大
阪

都
と
特
別
区
で
ど
う
配
分
す
る
か
で
あ
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
大

阪
市
税
の
四
割
は
大
阪
都
が
吸
い
上
げ
、
そ
の
半
分
も
還
元
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
税
源
配
分
で
あ
る
。
大
阪
都
構
想
で
特
別
区
制
度
を
採

用
す
る
と
、
特
別
区
に
と
っ
て
財
源
の
大
き
な
喪
失
と
な
る
。
都
・

区
の
税
源
配
分
は
、
大
阪
府
税
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
大
阪
市
税

は
東
京
都
方
式
で
は
、
大
阪
都
へ
の
移
管
、
都
・
区
調
整
税
目
、
都

区
税
の
三
つ
に
分
割
さ
れ
る
。

第
二
に
、
特
別
区
税
は
個
人
市
民
税
・
軽
自
動
車
税
・
市
た
ば
こ

税
な
ど
が
固
有
税
源
で
あ
る
が
、
市
町
村
税
の
普
遍
的
基
礎
的
税
目

で
あ
る
固
定
資
産
税
の
喪
失
は
特
別
区
税
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手
で

あ
る
。
そ
れ
は
住
民
登
録
と
同
様
に
地
域
行
政
に
と
っ
て
必
須
の
地

域
デ
ー
タ
で
あ
る
不
動
産
情
報
の
欠
落
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
大
阪
都
は
法
人
市
民
税
・
固
定
資
産
税
・
特
別
土
地
保
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有
税
な
ど
を
有
し
、
一
定
割
合
を
調
整
財
源
と
し
て
拠
出
す
る
（
調

整
三
税
）。
法
人
市
民
税
が
財
政
調
整
財
源
と
な
る
の
は
、
財
政
調

整
と
し
て
仕
方
が
な
い
が
、
事
業
所
税
の
喪
失
も
大
き
な
損
失
で
あ

る
。
財
政
調
整
を
重
視
し
た
税
目
配
分
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
に
、
都
市
計
画
税
・
事
業
所
税
は
全
額
が
都
税
と
な
る
。
都

が
都
市
整
備
な
ど
の
事
務
事
業
を
引
き
受
け
る
か
ら
で
あ
る
が
、
特

別
区
が
ま
っ
た
く
都
市
整
備
事
業
を
し
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
あ

る
。第

五
に
、
税
目
の
配
分
結
果
を
み
る
と
、
東
京
都
・
特
別
区
の
配

分
で
は
、
区
税
の
六
六
・
一
九
％
は
特
別
区
の
収
入
と
な
る
が
、
残

り
の
三
三
・
八
一
％
は
東
京
都
の
収
入
と
な
る
。
さ
ら
に
特
別
区
税

収
入
の
五
〇
・
〇
七
％
が
東
京
都
が
配
分
す
る
調
整
交
付
金
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
固
有
の
特
別
区
税
は
三
三
・
〇
八
％
に
過
ぎ
な

い
。
要
す
る
に
特
別
区
税
と
調
整
交
付
金
が
半
々
で
あ
る
。

第
六
に
、
東
京
都
・
特
別
区
の
配
分
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
大
阪
都

・
特
別
区
の
配
分
は
、
大
阪
市
の
試
算
（
二
〇
〇
八
年
度
決
算
）
で

は
、
大
阪
市
の
税
収
六
七
〇
八
億
円
の
う
ち
都
市
計
画
税
五
四
五
億

円
・
事
業
所
税
二
四
〇
億
円
な
ど
八
〇
〇
億
円
が
そ
の
ま
ま
都
税
収

入
と
さ
れ
、
調
整
三
税
四
二
四
〇
億
円
の
う
ち
一
九
〇
八
億
円
が
大

阪
都
財
源
と
な
り
、
二
三
三
二
億
円
は
調
整
交
付
金
と
し
て
特
別
区

に
還
元
さ
れ
る
。
二
七
〇
八
億
円
（
市
税
の
四
〇
・
三
七
％
）
が
大

阪
都
の
税
収
と
し
て
大
阪
都
に
吸
い
上
げ
ら
れ
特
別
区
に
は
四
〇
〇

〇
億
円
し
か
残
ら
な
い

（
図
参
照
）。

第
七
に
、
大
阪
都
が
吸

い
上
げ
た
市
税
二
七
〇
八

億
円
の
何
％
が
特
別
区
に

還
元
さ
れ
る
か
で
あ
る

が
、
現
行
で
は
府
税
の
一

七
・
七
％
し
か
還
元
さ
れ

て
お
ら
ず
、
二
七
〇
八
億

円
ベ
ー
ス
と
す
る
と
四
七

九
億
円
し
か
な
く
、
二
二

二
九
億
円
が
大
阪
都
の
歩

留
ま
り
財
源
と
な
る
可
能

性
が
高
い
。

第
八
に
、
憂
慮
さ
れ
る

の
は
、
形
式
的
配
分
だ
け

で
な
く
、
都
市
財
政
運
営

に
よ
る
制
度
の
欠
陥
を
治

癒
し
て
き
た
方
法
が
な
く

な
る
こ
と
で
あ
る
。
大
阪

市
の
公
共
投
資
は
、
一
九

九
五
年
度
八
五
二
〇
億
円

都市計画・事業所税 ８００

法人市民税

固定資産税 ４，２４０

特別土地保有税

個人市民税 １，６６８

市町村たばこ税等

大阪都税 ８００

都税 １，９０８

特別区交付金 ２，３３２

特別区税 １，６６８

（単位：億円）

都税

区税

�
��
���
����
����

都税２，７０８・区税４，０００

図 大阪都創設による大阪市税の都・区配分

大阪市税６，７０８
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で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
度
三
五
三
七
億
円
に
な
り
、
約
四
九
八

三
億
円
が
節
減
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
財
源
は
扶
助
費
な
ど
に
転

用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
形
式
収
支
（
二
〇
〇
八
年
度
）
で
は
、
水
道

一
二
六
億
円
・
高
速
鉄
道
一
二
四
億
円
の
黒
字
が
国
民
健
康
保
険
三

六
四
億
円
の
赤
字
補
填
と
な
っ
て
い
る
。

大
阪
都
構
想
で
は
、
市
民
税
法
人
分
は
一
部
大
阪
都
財
源
と
な

り
、
水
道
・
交
通
事
業
・
都
市
整
備
は
大
阪
都
事
業
と
な
り
、
特
別

区
は
生
活
保
護
行
政
・
介
護
保
険
・
国
民
健
康
保
険
を
分
担
す
る
こ

と
に
な
り
、
大
阪
市
が
都
市
財
政
と
し
て
も
っ
て
い
た
メ
リ
ッ
ト
は

な
く
な
る
。
特
別
区
方
式
で
は
財
政
的
に
料
金
値
上
げ
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

八

行
政
区
と
自
治
区
（
特
別
区
）

第
七
の
検
討
課
題
は
、
行
政
区
と
自
治
区
（
特
別
区
）
の
比
較
で

あ
る
。
橋
下
知
事
は
「
創
設
さ
れ
る
自
治
区
と
し
て
、
特
別
区
に
は

現
在
の
大
阪
市
よ
り
多
く
の
財
源
を
付
与
す
る
」
と
説
明
し
て
い
る

が
、
東
京
都
特
別
区
制
度
か
ら
み
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
財
政
危
機
に
あ
る
大
阪
府
が
、
身
銭
を
切
っ
て
特
別
区
へ
の
財
政

支
援
に
踏
み
切
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

第
一
に
、
特
別
区
は
「
不
完
全
自
治
体
」
で
あ
る
。
橋
下
知
事
の

論
法
で
は
、
大
阪
市
の
財
源
・
権
限
・
事
務
を
区
に
委
譲
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
地
方
分
権
で
あ
る
と
の
奇
妙
な
理
屈
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、
大
阪
市
の
財
源
・
権
限
・
事
務
を
大
阪
府
が
奪
取
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
も
相
殺
さ
れ
地
方
分
権
は
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
橋
下
知
事
は
、
自
治
区
と
な
り
小
規
模
自
治
体
に
な
れ

ば
、
無
駄
が
な
く
な
り
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し
、
市
民
参
加
が
進

む
と
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
自
治
体
を
小
規
模
に
す
れ
ば
市
民

参
加
が
進
み
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

理
屈
か
ら
い
え
ば
、
大
阪
府
を
鳥
取
県
並
み
に
一
〇
府
県
に
分
割
す

れ
ば
、
大
阪
府
民
は
も
っ
と
手
厚
い
サ
ー
ビ
ス
を
う
け
ら
れ
、
府
民

参
加
も
進
む
理
屈
に
な
る
。

第
三
に
、
公
選
区
長
・
公
選
議
員
の
問
題
で
あ
る
。
議
員
数
・
報

酬
額
は
本
質
的
な
問
題
で
な
い
が
、
東
京
都
特
別
区
・
大
阪
市
議
会

比
較
か
ら
、
議
員
数
は
現
在
よ
り
一
八
一
人
増
え
、
議
会
費
は
二
一

億
円
も
増
え
る
。

第
四
に
、
従
来
生
活
経
済
圏
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
市
を
分
割
し
て

し
ま
え
ば
、
市
民
ホ
ー
ル
・
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
ど
個
別
に
設
置
す
る

こ
と
に
な
り
、
施
設
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
新

規
に
各
区
で
行
政
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
教
育
委
員
会
・

監
査
委
員
会
・
区
税
事
務
所
・
道
路
管
理
事
務
所
・
公
園
管
理
事
務

所
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
阪
市
と
い
う
一
つ
の
世
帯
を

一
〇
前
後
の
世
帯
に
分
割
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世
帯
道
具
一
式
が
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必
要
と
な
り
、
行
政
コ
ス
ト
の
増
加
は
避
け
ら
れ
な
い
。

第
五
に
、
住
民
の
要
望
は
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
る
。
こ

と
に
水
道
・
下
水
道
・
病
院
・
交
通
な
ど
公
営
企
業
は
大
阪
都
の
所

管
と
な
る
の
で
、
住
民
は
す
べ
て
大
阪
都
へ
陳
情
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
大
阪
市
で
は
、
防
災
対
策
・
公
害
規
制
・
市
街
地
整
備
・
小

学
校
教
員
指
導
な
ど
全
市
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
き
た
が
、
大
阪

都
へ
陳
情
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
に
、
自
治
区
に
な
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
行
政
を
分
担
す
る
の
で
、

地
域
サ
ー
ビ
ス
ば
か
り
で
な
く
生
活
保
護
・
介
護
保
険
・
国
民
健
康

保
険
な
ど
も
あ
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
専
念
で
き
な
く
な
る
。
さ
ら

に
財
源
不
足
か
ら
、
住
民
よ
り
大
阪
都
の
ほ
う
を
む
い
て
行
政
を
す

る
羽
目
に
な
る
。

要
す
る
に
小
規
模
団
体
に
す
れ
ば
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
す
る
な

ら
ば
、
小
規
模
町
村
は
理
想
郷
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
交
通
・
医

療
・
福
祉
・
教
育
な
ど
で
危
機
的
な
低
水
準
に
苦
悩
し
て
い
る
。

特
別
区
方
式
は
、
大
阪
市
が
一
体
と
し
て
処
理
し
て
き
た
公
営
企

業
と
生
活
行
政
を
分
断
し
、
細
分
化
し
、
総
合
的
生
活
行
政
の
シ
ス

テ
ム
を
破
壊
す
る
暴
挙
で
あ
る
。

地
方
行
政
の
現
実
を
直
視
し
た
制
度
改
革
が
必
要
で
あ
り
、
大
阪

都
構
想
の
よ
う
な
ず
さ
ん
な
改
革
を
安
易
に
信
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
は
府
県
集
権
主
義
の
弊
害
と
、
橋
下
知
事
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
の
野
望
が
ひ
そ
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。

大
阪
市
民
は
、
特
別
区
と
な
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
打
ち
切
ら
れ
て

は
じ
め
て
大
阪
都
構
想
の
策
略
に
気
が
つ
い
て
も
、
す
で
に
大
阪
市

は
壊
滅
し
て
お
り
、「O

n
e

大
阪
」
な
ど
と
い
う
大
阪
都
の
開
発
至

上
財
政
の
犠
牲
に
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
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